
「
宗
教
法
人
へ
の
課
税
問
題
」 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
（
株
）
井
上
拓
郎 

 

「
税
収
の
見
直
し
」 

 

先
の
衆
議
院
選
挙
で
歴
史
的
大
差
と
な
る
議

席
を
獲
得
し
た
自
由
民
主
党
（
自
民
党
）
。
高
市

早
苗
総
理
は
昨
年
１
０
月
４
日
の
自
民
党
総
裁

選
決
選
投
票
で
勝
利
し
、
同
月
２
１
日
召
集
の

臨
時
国
会
で
の
首
相
指
名
選
挙
の
後
、
第
１
０

４
代
内
閣
総
理
大
臣
と
な
り
、
日
本
国
発
の
女

性
総
理
と
な
り
ま
し
た
。
２
月
の
解
散
総
選
挙

（
衆
議
院
総
選
挙
）
で
の
結
果
は
皆
さ
ん
も
ご

承
知
の
通
り
で
す
が
、
引
き
続
き
高
市
総
理
が

第
１
０
５
代
内
閣
総
理
大
臣
と
な
り
、
第
２
次

高
市
内
閣
が
再
始
動
し
ま
し
た
。
施
政
方
針
演

説
で
は
「
日
本
列
島
を
強
く
豊
か
に
」
を
使
命

と
し
て
、
経
済
再
生
、
積
極
財
政
、
危
機
管

理
、
外
交
安
全
保
障
、
人
材
育
成
、
人
口
政
策

な
ど
総
合
力
を
強
化
す
る
為
に
大
規
模
に
取
り

組
む
と
宣
言
致
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
積
極
財

政
と
し
て
、
危
機
管
理
投
資
（
安
全
保
障
・
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
な
ど
）
と
成
長
投
資
（
ＡI

・

半
導
体
・
造
船
な
ど
）
、
物
価
高
対
策
と
し
て
、

１
０
３
万
円
の
壁
を
１
７
８
万
円
へ
引
き
上

げ
、
食
料
品
の
２
年
間
の
消
費
税
ゼ
ロ
、
給
付

付
き
税
額
控
除
な
ど
の
実
現
を
掲
げ
ま
し
た
。

ま
た
防
衛
力
強
化
と
し
て
安
保
三
文
書
の
改

定
、
防
衛
費
の
増
額
、
防
衛
装
備
移
転
の
五
類

見
直
し
な
ど
検
討
。
そ
れ
以
外
に
も
４
月
か
ら

教
育
無
償
化
を
目
指
す
な
ど
、
様
々
な
政
策
を

掲
げ
て
大
規
模
な
財
政
出
動
を
打
ち
出
す
と
し

て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
令
和
８
年
度
の
一
般
会

計
当
初
予
算
案
（
歳
出
）
は
１
２
２
．
３
兆
円

で
令
和
７
年
度
よ
り
７
兆
円
増
加
し
て
お
り
ま

す
。
歳
出
が
毎
年
増
え
続
け
て
い
る
中
で
、
税

収
を
見
直
し
て
歳
入
を
増
や
す
べ
き
と
い
っ
た

意
見
は
過
去
に
も
出
て
お
り
、
抜
本
的
な
税
収

の
見
直
し
が
急
務
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

過
去
に
も
消
費
税
・
所
得
税
・
法
人
税
な
ど
、

様
々
な
税
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
令
和
８
年
度
税
制
改
正
の
大
網
で
は
、
超

高
所
得
者
に
対
す
る
適
正
化
措
置
の
見
直
し

（
基
礎
控
除
金
額
の
引
き
下
げ
）
、
教
育
資
金
の

一
括
贈
与
に
関
わ
る
贈
与
税
の
非
課
税
措
置
の

終
了
、
国
境
を
越
え
た
電
子
商
取
引
に
係
わ
る

課
税
の
見
直
し
、
自
動
車
関
係
諸
税
の
総
合
的

な
見
直
し
（
エ
コ
カ
ー
減
税
の
基
準
引
き
上

げ
、
環
境
性
能
割
の
廃
止
）
、
国
際
観
光
旅
客
税

の
税
率
引
き
上
げ
（
出
国
１
回
に
つ
き
１
，
０

０
０
円
か
ら
３
，
０
０
０
円
に
値
上
げ
）
、
防
衛

特
別
所
得
税
（
仮
称
）
の
創
設
（
所
得
税
額
に

対
し
１
％
の
付
加
税
を
課
す
）
な
ど
と
発
表
し

ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
昨
年
末
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
も
の
で
す
が
、
新
し
い
内
閣
で
も
踏
襲
す
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
毎
回
、
こ
う
い
っ
た
税

制
改
正
の
際
に
宗
教
法
人
へ
の
課
税
の
噂
が
出

る
事
が
あ
り
ま
す
が
、
現
時
点
で
は
噂
の
域
を

出
な
い
と
思
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。 

 

「
宗
教
法
人
へ
の
課
税
問
題
」 

 

今
回
の
選
挙
で
は
自
民
党
と
日
本
維
新
の
会

が
連
立
政
権
と
し
て
大
躍
進
し
、
立
憲
民
主
党

と
公
明
党
の
合
流
に
よ
っ
て
出
来
た
中
道
改
革

連
合
は
惨
敗
の
結
果
と
な
り
ま
し
た
が
、
２
６

年
間
連
立
を
組
ん
で
き
た
自
民
党
と
公
明
党
の

連
立
解
消
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
事
は
明
白
で

す
。
ま
た
公
明
党
の
支
持
母
体
で
あ
る
創
価
学

会
の
組
織
票
も
振
る
わ
な
い
結
果
と
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
選
挙
結
果
や
税
収
の
見
直
し
の

議
論
と
共
に
、
自
公
連
立
政
権
を
解
消
し
た
頃

か
ら
噂
と
な
り
始
め
て
る
事
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
宗
教
法
人
へ
の
課
税
問
題
で
す
。
先
に
噂

の
域
を
出
な
い
と
記
述
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は

今
回
の
税
制
改
正
で
の
話
で
あ
っ
て
将
来
的
に

ど
う
な
る
か
は
判
り
ま
せ
ん
。
宗
教
法
人
は
宗

教
活
動
に
お
け
る
収
入
は
非
営
利
と
さ
れ
、
税

制
上
の
優
遇
措
置
を
受
け
て
い
ま
す
。
収
益
事

業
に
お
い
て
は
課
税
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
通

常
よ
り
軽
い
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
過
去
の
公
益
法
人
制
度
改
革
で
は
、
公
益

（
財
団
・
社
団
）
法
人
と
一
般
（
財
団
・
社

団
）
法
人
と
で
、
公
益
性
の
認
定
に
よ
り
税
法

上
も
区
分
さ
れ
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
非
営
利

の
公
益
法
人
は
非
課
税
で
、
そ
れ
以
外
は
普
通

法
人
と
し
て
課
税
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
近
い
将

来
、
宗
教
法
人
も
宗
教
活
動
（
公
益
目
的
）
に

よ
る
収
入
と
収
益
事
業
（
営
利
目
的
）
に
よ
る

収
入
の
比
率
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
「
公
益
宗
教

法
人
」
と
「
一
般
宗
教
法
人
」
の
様
に
選
別
・

課
税
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
明

日
あ
り
と
思
う
心
の
仇
桜
の
言
葉
が
教
え
る
通

り
、
楽
観
視
せ
ず
、
日
頃
か
ら
透
明
性
の
高

い
、
公
益
性
の
あ
る
寺
院
運
営
を
心
掛
け
る
事

が
肝
要
で
す
。 

 


